
令和４年10月に改正JAS法が施行され、JAS法の有機加工食品に酒類が追加されました。
改正前までは、酒類への有機表示は、酒類の所管省庁である国税庁の表示基準で定め

ていましたが、今後、令和７年９月末の経過措置期間を経て、JAS法の規定に基づき表示
することになります。
経過措置期間中に事業者の皆様が円滑に新制度へ移行できるよう、本セミナーにおい

て、JAS法の改正の概要や諸外国との有機同等性の締結についてなど基本的な情報や、有
機酒類の表示に必要な手続についてご説明いたします。
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